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    ５月１９日 

 

午前・午後 ２時４５分 

東郷町議会議長 柘 植 三 良 殿 

                東郷町議会議員 

                議席番号 １４番  氏名 門 原 武 志 ㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問したいので通告します。  

記  

                            №  １－１   

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

 

 １  押草団地の

地域づくりの

ために 都市再

生機構（ＵＲ）

と連携するこ

とについて  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２  東郷中央土

地区画整理事

業の資金計画

について  

 

 

 

 

 

 

 

３  地 方 教 育 行

政 の 組 織 及 び

運 営 に 関 す る

法律（地方教育

行政法）改正案

について  

 

 

(1) 豊明市がＵＲと連携協定を締結したこ

とについての認識は。  

(2) 押草団地の空部屋数について認識は。  

(3)  豊明団地は規模が大きく高齢化が進

み、近くに医療機関や福祉施設があるとい

う条件があり、ＵＲも賃貸住宅の独居老人

向けの安否確認サービスをしているなど、

押草団地とは条件が異なるが、押草団地も

高齢化・独居老人の増加は避けられないな

ど課題はある。また高齢化や独居老人の増

加に限らず地域としての課題がある。豊明

市のようなＵＲとの協定締結は、地域の課

題の解決に資すると思われるがどうか。  

 

(1) 町単独助成金 (10 億円 )の法的根拠に

ついて伺う。涼松土地区画整理事業など過

去の土地区画整理事業の事例はどうだっ

たか。また町単独助成金が町予算の歳出に

計上される時期について伺う。  

(2) 名古屋春木線への交付金の東郷町支出

分の根拠と町予算の歳出に計上される時

期について  

(3) 保留地の予定価格（ 105,000 円 /㎡）の

根拠について  

 

地方自治体の首長と対等の独立した行政機

関である教育委員会を、首長が任命する教育

長の指揮下に置き形骸化させる地方教育行政

法が国会で審議されている。この法案につい

て、教育への政治の介入が強まることなどが

危惧されている。  

この法案に対する見解を伺う。  

 

町長  

担当部長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長  

担当部長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長  

 （注）要旨は、具体的に記載すること。  



 

                １４番氏名  門原武志   №  ２－２   

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

 

３  平 成 ２ ６ 年

度 施 政 方 針 に

ついて  

 

 

(1)「高額町民税を納付されている方に感謝

状を贈呈」することについて、対象者と期

待する効果について説明を。  

(2) 下水道の耐震化率の現状と、今後の計

画について  

(3) 区・自治会のＡＥＤ設置に対する補助

をするとのことだが、設置場所の公表は考

えているか。屋外に置く場合の収納ボック

スなど付随する備品も対象か。また屋内に

置いてある場合、やむを得ずガラス窓など

を破壊して取り出した場合の弁償はどの

ように考えるか。  

(4)「私が１丁目１番地の課題として取り組

んでおります東郷セントラル開発」と述べ

られているが、東郷セントラル開発の主人

公は町か、地権者か。  

 

町長  

担当部長  

 

（注）要旨は、具体的に記載すること。  

 


